
行方市告示第104号 

行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給要綱を次のように定める。 

令和７年７月８日 

行方市長  鈴 木 周 也   

 

行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給要綱 

(目的) 

第１条 この告示は，エネルギー高騰の影響を受ける市内の商工業者等に対し，安定した事

業の継続を支え，事業全般に広く使える資金として，予算の範囲内において行方市商工業

者等エネルギー高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することについて，必要

な事項を定める。 

(定義) 

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 商工業者等 市内に本社事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に

規定する中小企業者，小規模企業者若しくは主な収入を事業収入(営業等)で申告した市

内に事業所を有する個人事業者又は市内に住所を有する個人事業者(農林水産業を除

く。)をいう。 

(2) 水道光熱費等 電気料金，ガソリン代，灯油代，軽油代，重油代，ガス料金又は上

下水道料金をいう。 

(支援金の支給対象者) 

第３条 支援金の支給対象者は，申請日時点で市内に事業所を有する商工業者等で，今後も

事業を継続する意思を有し，次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するものとする。 

(1) 個人の場合 令和６年分の確定申告(市県民税申告の場合は市県民税申告で申告し

た経費)のうち，１年間分の水道光熱費等の合計額(販売等に供するものは除く。)が年

間60万円を超えるもの 

(2) 法人の場合 直近の事業年度の確定申告に要した決算書に記載されている経費のう

ち，１期分の水道光熱費等の合計額(販売等に供するものは除く。)が年間60万円を超え

るもの 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者に対しては，支援金を支給

しない。 



(1) 支給申請の時点において，市税等に滞納がある者 

(2) 行方市暴力団排除条例(平成23年行方市条例第21号)に規定する暴力団員等又は暴力

団若しくは暴力団員と関係を有する者 

(支援金の額) 

第４条 支援金の額は，別表に定めるとおりとする。 

(支援金の支給申請) 

第５条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は，行方市商工業者等

エネルギー高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式第１号)及び補助対象経費内訳書(様

式第２号)に，次に掲げる書類等を添えて，市長が別に定める期日までに提出しなければ

ならない。 

(1) 令和６年分の確定申告書第一表又は市民税・県民税申告書 

(2) 令和６年分の青色申告決算書又は収支内訳書 

(3) 直近の事業年度の確定申告書別表一及び決算書(貸借対照表，損益計算書，販売費及

び一般管理費の内訳の分かる資料，並びに法人概況説明書)(法人に限る。) 

(4) 市内に事業所を有し，かつ，市外に住所を有する個人事業者については，住所地の

完納証明書(未納がない証明書等)及び市内で事業を営んでいることが確認できる書類 

(5) 振込先口座が確認できる書類 

(6) 本人・代表者確認書類 

(7) その他市長が必要と認める書類 

(申請の特例) 

第６条 令和６年１月から申請日までの間に事業承継又は法人化した事業者は，事業の業態

や所在地等が事業承継等前と実質的に同様であると市長が認める場合には，第３条第１項

の該当性の判断に当たって，事業承継前に事業を行っていた者又は法人化前の個人事業者

が事業を行っていた期間を対象期間に含めて水道光熱費等の合計額を算定するものとす

る。この場合，前条第１項で規定した証拠書類に加え，事業承継又は法人化した日，所在

地，法人化後の代表者等が確認できる書類として市長が認めるものを提出することとする。 

(支援金の支給決定等) 

第７条 市長は，前条の規定による申請書の提出があったときは，その内容について審査し，

支給の可否を決定し，行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給(不支給)決定通知

書(様式第３号)により申請者へ通知する。 

(支給決定の取消し) 



第８条 市長は，虚偽の申請その他不正の行為により，支援金の支給を受けたと認められる

場合には，支援金の支給の決定を取り消すことができる。 

２ 市長は，前項の規定により支援金の支給決定を取り消したときは，行方市商工業者等エ

ネルギー高騰対策支援金支給決定取消通知書(様式第４号)により，事業者等へ通知する。 

(支援金の返納) 

第９条 市長は，前条の規定により支援金の支給決定を取り消した場合において，既に支援

金を支給しているときは，申請者に対し，期限を定めて返納を命ずるものとする。 

(調査及び報告) 

第10条 市長は，必要に応じ支給対象事業の内容について調査し，又は申請者に報告を求め

ることができる。 

(証拠書類の保存) 

第11条 支援金の支給を受けた申請者は，支給の対象となる事業に係る証拠書類について整

理し，事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

(補則) 

第12条 この告示に定めるもののほか，支援金の支給に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 

附 則 

(施行期日) 

１ この要綱は，令和７年７月14日から施行する。 

(この告示の失効) 

２ この告示は，令和８年３月31日限り，その効力を失う。ただし，同日までに支援金の支

給決定を受けた申請については，同日後もなおその効力を有する。 

別表(第４条関係) 

水道光熱費等合計額 支援金額 

60万円以上120万円未満 50,000円 

120万円以上240万円未満 100,000円 

240万円以上360万円未満 150,000円 

360万円以上 200,000円 



様式第１号(第５条関係) 

年  月  日 

 

 行方市長 宛て 

申請者 住所又は所在地                

会社名又は屋号                

氏名又は代表者              ㊞ 

 

行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給申請書兼請求書 

 

 下記のとおり支援金の支給を受けたいので，行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援

金支給要綱第５条の規定により申請します。 

 また，下記４の各事項について誓約し，これに違反した場合は支援金を返納します。 

 

記 

 

            

１ 交付申請額 

「補助対象経費内訳書(様式第２号)」の

合計額を記入してください。    

(Ａ＋Ｂ) 

                  円 

 (該当する金額に☑してください。) 

 水道光熱費等合計額 交付申請額 

□ 60万円以上120万円未満 50,000円 

□ 120万円以上240万円未満 100,000円 

□ 240万円以上360万円未満 150,000円 

□ 360万円以上 200,000円 

 

２ 事業者の情報  ※ 法人のみ記入 

 

 

 

  

 

 

 

 

主な業種  

従業員数 人 

資本金 円 



３ 添付書類(確認の上，☑してください。) 

□ 令和６年分の確定申告書第一表又は市民税・県民税申告書 

□ 令和６年分の青色申告決算書又は収支内訳書 

□ 直近の事業年度の確定申告書別表一及び決算書(貸借対照表，損益計算書,販売費及

び一般管理費の内訳の分かる資料,及び法人概況説明書)(法人に限る。) 

□ 行方市内に事業所を有し，かつ，市外に住所を有する個人事業者については，住所

地の完納証明書(未納がない証明書)及び市内で事業を営んでいることが確認できる書

類 

□ 振込先口座が確認できる書類 

□ 本人・代表者確認書類 

 

４ 誓約事項(確認の上，☑してください。) 

 □ 本申請書及び添付書類の内容は，事実と相違ありません。 

 □ 本支援金申請後も，真にやむを得ない事由を除き事業を継続します。 

 □ 私(当社)は，行方市暴力団排除条例(平成 23年行方市条例第 21号)第２条で定める

暴力団関係者ではありません。 

 □ 私(当社)は，市税を滞納していません。また，市職員が私(当社)の市税収納状況を

調査することを承認します。 

 □ 市職員が，要件確認のための実態調査を行う場合，これに協力します。 

 

５ 支援金の振込先 

金融機関   本支店名          

預金の種類 普通 ・ 当座 口座番号   

フリガナ   

口 座 名   

 

６ 連絡先 

氏  名 
 

電話番号  



様式第２号(第５条関係) 補助対象経費内訳書 

補助対象経費 電気料金，ガソリン代，灯油代，軽油代，重油代，ガス料金，上下水道料

金 

１．水道光熱費の金額をご記入ください。 

年 月 水道光熱費(円) 
内訳 

補助対象外経費 補助対象経費 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

合計 注１  Ａ 

注１：申告書・決算書等に計上されている水道光熱費と一致しているかご確認ください。 

２．その他 燃料費等の金額をご記入ください。 

補助対象経費…電気料金，ガソリン代，灯油代，軽油代，重油代，ガス料金，上下水道料金の

うち上記「１.水道光熱費」で記入していない経費がある場合についてご記入ください。 

注２：申告書・決算書等に計上されている該当の勘定科目の合計と一致しているかご確認ください。

年 月 
勘定科目を記入 

(例)燃料費／旅費交通費など 
金額(円) 

内訳 

補助対象外経費 補助対象経費 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合計  注２  Ｂ 



様式第３号(第７条関係) 

記 号 番 号  

年  月  日  

 

 様 

 

行方市長         

 

 

行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給(不支給)決定通知書 

 

      年 月 日付けで申請のあった行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金

については，下記のとおり決定したので，行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金

支給要綱第７条の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 結 果       

 

２ 支給決定額           円 

 

３ 支 給 方 法       

 

 



様式第４号(第８条関係) 

記 号 番 号  

年  月  日  

 

 様 

 

行方市長         

 

行方市商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給決定取消通知書 

 

     年 月 日付け  第  号で交付決定した行方市商工業者等エネルギー高騰

対策支援金について，下記の理由により当該支給決定を取り消すことにしたので，行方市

商工業者等エネルギー高騰対策支援金支給要綱第８条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

取消理由  

 

 

 

 


